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則

日
本
の
社
会
保
障
は
、
人
々
の
生
活
の
安
定
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
課
題
を
想
定
し
、
そ
の
解
決

を
目
的
と
し
て
、
現
金
給
付
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
現
物
給
付
を
行
う
と
い
う
基
本
的
な
方
針

の
下
で
、
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上
を
実
現
し
て
き
た
。

特
に
、
社
会
福
祉
の
分
野
で
は
、
家
族
が
そ
の
構
成
員
を
支
え
る
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
、
生
活
保
護
、

高
齢
者
介
護
、
障
害
福
祉
、
児
童
福
祉
等
の
分
野
ご
と
の
制
度
が
発
展
し
、
専
門
的
な
支
援
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
人
口
の
減
少
及
び
少
子
高
齢
化
に
よ
る
家
族
が
そ
の
構
成
員
を
支
え
る
関

係
及
び
地
域
住
民
相
互
の
関
係
の
希
薄
化
等
の
地
域
社
会
の
持
続
性
に
関
す
る
課
題
の
増
加
並
び
に
雇

用
形
態
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
個
人
や
世
帯
が
生
活
に
お
い
て
抱
え
る
課
題
が

多
様
化
し
、
従
来
の
分
野
ご
と
の
制
度
の
み
で
は
一
人
一
人
に
寄
り
添
っ
た
き
め
細
か
な
支
援
が
困
難

な
状
況
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
奈
良
県
で
は
、
市
町
村
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
困
り
ご
と
を
抱

え
る
人
に
寄
り
添
い
伴
走
す
る
意
識
を
基
盤
と
し
、
地
域
の
多
様
な
人
的
及
び
物
的
資
源
を
最
大
限
活

用
し
て
、
困
り
ご
と
を
包
括
的
に
受
け
止
め
、
困
り
ご
と
を
抱
え
る
人
を
支
え
、
人
と
人
及
び
人
と
社

会
の
つ
な
が
り
を
確
保
し
、
誰
も
が
社
会
の
一
員
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
日
本
一
福
祉
の
進
ん
だ
地
域
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
地
域
福



祉
の
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
県
民
が
相
互
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
社
会
に
参
加
し
、
支
え
合
う
地
域
福

祉
（
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県

の
責
務
並
び
に
市
町
村
等
と
の
連
携
及
び
協
力
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
福
祉
の

推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
県
民
の
多
様
な
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
仕
組
み
の
構
築
を
図
り
、
も
っ
て
県

民
が
相
互
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

地
域
生
活
課
題

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
課
題
を
い
う
。

二

関
係
機
関
等

国
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
市
町
村
を
除
く
。
）
及
び
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す

る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。

三

県
民
等

県
民
及
び
県
内
に
お
い
て
事
業
活
動
等
を
行
う
者
又
は
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

地
域
福
祉
の
推
進
は
、
県
民
及
び
そ
の
世
帯
が
、
多
様
か
つ
複
合
的
な
要
因
に
よ
り
地
域
生

活
課
題
を
抱
え
、
必
要
と
す
る
支
援
等
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
県
、
市
町
村
及
び
関

係
機
関
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
た
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
当
該
地
域
生

活
課
題
の
把
握
を
積
極
的
に
行
い
、
必
要
な
支
援
等
を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、

県
民
が
地
域
社
会
に
お
い
て
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
理
解
を
深
め
、
協
力
し
、
及
び
共
生
す

る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
県
民

及
び
そ
の
世
帯
が
抱
え
る
地
域
生
活
課
題
に
応
じ
て
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
必
要

な
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
及
び
協
力
）

第
五
条

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
地
域
福
祉
に
関
し
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
に



鑑
み
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な
役
割

分
担
を
踏
ま
え
、
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
、
収
集
及
び
分
析
に

努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
に
対
し
て
、
適
切
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

奈
良
県
域
地
域
福
祉
計
画

第
六
条

知
事
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、

法
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

基
本
的
施
策

（
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
の
促
進
）

第
七
条

県
は
、
県
民
の
多
様
な
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
仕
組
み
の
構
築
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
体
制
の
整
備
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
県
民
（
他
の
県
民
及
び
そ
の
世
帯
の
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
た
県

民
等
を
含
む
。
）
が
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
に
対
し
、
支
援
及
び
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
体
制

二

市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
、
相
互
の
有
機
的
な
連
携
の
下
、
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す

る
支
援
等
を
一
体
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
体
制

三

市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
、
継
続
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
県
民
及
び
そ
の
世
帯
に
対
し
、

状
況
の
把
握
、
相
談
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
支
援
等
を
包
括
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
体

制
四

県
民
が
、
地
域
社
会
に
参
加
し
、
相
互
に
交
流
を
行
う
機
会
を
確
保
す
る
体
制

２

県
は
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

前
項
の
施
策
の
効
果
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
八
条

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
継
続
的
に
担
う
こ
と
が

で
き
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
研
修
の
実
施
そ
の
他

の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
理
解
の
増
進
）

第
九
条

県
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
等
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
協
力
を
得

ら
れ
る
よ
う
、
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



第
四
章

そ
の
他
の
措
置

（
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
支
援
）

第
十
条

県
は
、
市
町
村
が
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
を
円
滑

に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
の
締
結
等
）

第
十
一
条

県
は
、
地
域
福
祉
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
協
定
を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
助

言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果

的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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